
№ 質　問 回　答

1
県として期待する・理想の活用例・実現したいイ

メージは何か

三重県としては、データに基づく戦略的な観光マーケティングの向上に向けた取組を進めています。

また、長期滞在や周遊性の向上による「拠点滞在型観光」を推進しています。

これらに資する前向きな取り組みを一番期待しています。

2

申請書等に不備などがなく、全ての申請要件を満た

していた場合、必ず本補助金を受けることができる

か

本補助金は、三重県が魅力的な観光地となっていくことを目的とし、その目的に合致する事業に対して補

助するものであり、申請内容について審査をし、事業採択の可否を決定します。

なお、本補助金の予算額には上限（予算上限額：３億2,000万円）があります。魅力的な観光地づくりが

より促進される優れた取組から優先的に採択となるため、申請要件および目的に合致していても、予算上

限額の都合により採択されないことがあります。あらかじめご了承のうえ事前申請をしてください。

3 どのような事業であれば、採択されやすいか
本補助金の事業目的に合った事業計画あることを前提に、審査項目である、「有効性」、「必要性」、

「具体性・計画性」、「独自性・新規性」をより満たしている事業を優先的に採択します。

4 採択は先着順か、早く申請した方が有利になるか 申請の早さは、審査に影響ありません。

5 交付決定後（採択後）すぐに補助金は支払われるか

交付決定後（採択後）、すぐに補助金は支払われません。

補助事業に係る経費は、まず事業者様でご精算頂きます。補助金支払には、補助事業の実施・完了（発注

先等への支払を含む）、実績報告などが必要です。

詳細の流れについては、募集要項ｐ13～をご参照ください。

6 有限責任事業組合（LLP）は、補助対象者になるか 補助対象者になりません。

7 他の補助金との併用はできるか
国、県、市町等の事業を活用して支出した経費については自己負担分に限り対象となります。

ただし、当該事業が併用を禁止していない場合のみ活用ができます。

8 複数回の申請はできるか 申請は申請者ごとに１回限りとなります。

よくあるご質問



9
対象施設を複数運営している場合、各施設ごとに申

請することはできるか

申請は法人・事業主単位となります。

複数施設を一法人または一事業主が運営している場合は１申請のみとなります。

別の法人または事業主等が運営している場合であれば、別申請は可能です。

ただし、両法人または両事業主で対象施設が、みえ安心おもてなし施設認証制度に認証されている必要が

あります。

10

観光事業者版「みえ安心おもてなし施設認証制度」

（みえリア）を取得するためにはどうしたら良い

か、取得してからでないと補助金申請ができないの

か

観光事業者版「みえ安心おもてなし施設認証制度」（みえリア）の取得にかかる申請方法等の詳細は、

「みえ安心おもてなし施設認証制度」のHP（URL：

https://mieria.kankomie.or.jp/travel/seido/index.html）をご確認ください。

本補助金の申請は、事前申請時点で、観光事業者版「みえ安心おもてなし施設認証制度」への申請手続き

が完了している必要があります（注）。認証を受けていない施設で本補助金への申請をする場合は、観光

事業者版「みえ安心おもてなし施設認証制度」へお申込みください。本補助金の事前申請期限は令和４年

6月30日（木）（必着）となっておりますので、ご注意ください。

（注）観光事業者版「みえ安心おもてなし施設認証制度」の取得申請の結果、認証取得ができなかった場

合、本補助金の交付は受けられませんのでご注意ください。

11

複数施設を運営しており、観光事業者版「みえ安心

おもてなし施設認証制度」（みえリア）を取得して

いる施設とそうでない施設があるが、いずれかの施

設で取得していれば申請ができるか

観光関連事業は観光事業者版「みえ安心おもてなし施設認証制度」（みえリア）の認証を受けている施設

に対して行う補助事業のみが補助対象となります。

12
宿泊事業者が、申請するには旅館業法の許可を受け

ている必要はあるか

宿泊施設が観光事業者版「みえ安心おもてなし施設認証制度」（みえリア）を取得する場合、

対象施設が旅館業法の許可を取得（民泊の場合は、住宅宿泊事業法第３条の届出）していることは必須で

あることから、本補助金の申請にあたっては、旅館業法等の許可は必須となります。

13
施設の改修（トイレや空調設備など）は、補助対象

経費に含まれるか

単なる老朽化に伴う修理、代替更新に該当する場合は、補助対象外経費となります。

※対象外経費の詳細は、募集要項ｐ10・11をご参照ください。

ただし、本補助金の目的並びに、申請者が実施される補助対象事業の目的を達成するために、必要不可欠

で、具体的な効果・効用があることを事業計画書上で説明できる場合は、補助対象経費として認められる

ことがあります。



14
事前相談におけるアドバイザーとは、何をしてくれ

るのか（どこまでしてくれるのか）

実施予定の補助事業の内容に関する助言や各種申請様式の書き方、提出方法のサポートはもちろん、商品

開発やサービス改善などについてアドバイスを行います。ただし、各種申請書の作成や申請手続きに関し

て、代行や保証をするものではありません。

各種申請書の作成や各種申請手続き自体は、申請者ご自身で実施いただく必要がありますので、十分に募

集要項や各種申請書の記載見本等をご確認ください。

15
免税事業者に関する確認書類は何を提出すればよい

か

以下の書類をご提出ください。

【申請者が法人の場合】

直近２期分（前々期・前期）の

・「法人税申告書 別表一」の写し

・「法人事業概況説明書（両面）」の写し

【申請者が個人事業主の場合】

直近２年分（前々年度・前年度）の

・「確定申告書　第一表」の写し、

・（青色申告者は、）「所得税青色申告決算書」の写し

・（白色申告者は、）「収支内訳書」の写し

その他、開業後１年未満の場合は、税務署の受付印がある開業届の写しを添付ください。

16

既に（事前申請の審査結果通知日前に）発注や契約

したもの、支出・購入したものや

事業終了期限（令和４年12月28日）以降に、支払

うものや納品が完了するものは、対象となるか

いずれも対象になりません。

事業実施期間（事前申請の審査結果通知日から事業終了期限：令和４年12月28日）中に、発注や契約を

していただき、支払いおよび納品まで完了したものが対象となります。

17
補助対象経費の支払いについて、現金での支払いは

認められるか

原則銀行振り込みとしてください。

ただし、１件あたりの単価が10万円未満または市販品を店頭購入する場合は、現金での支払いでも差し

支えありません。なお、現金での支払いとした場合、領収書またはレシート等の支払いが確認できる書類

を保管・整理のうえ、実績報告時に必ずご提出ください。

18
補助対象経費の支払いについて、クレジットカード

での支払いは認められるか
クレジットカードによる支払いは認められません。



補助対象事業に関する具体的な取組事例

№ 項　目 内　容

1
観光関連事業者の場合の補助対象事業における、具

体的な取組事例について

コロナ対策のための設備導入や、ワーケーションニーズの高まりに合わせ、客室をワーケーション専用の

部屋へ改修する。

体験施設周辺に宿泊施設がなく、日帰りでの利用者しかいないため、長期滞在促進を目的にキャンプがで

きるように整備をする。

体験の受付を現金支払いのみにしているため、キャッシュレス対応できるように、キャッシュレス券売機

を導入する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  など

2
１.【観光ＤＸ推進事業】の具体的な取組事例につい

て

顧客データの蓄積、分析システム（CRM）の導入、AIを活用した来店予約システムの導入。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  など

3
２.【長期滞在促進事業】の具体的な取組事例につい

て

ワーケーションや連泊につながる取組。

宿泊者数が季節に応じて大きく変わるため、少ない季節向けの体験事業を行うことで、宿泊者数の安定化

を図る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  など

4

３.【受入環境整備事業】の具体的な取組事例につい

て

※特に「(3)生産性の向上に向けた取組」について

チェックイン・チェックアウトの自動化、館内の購買をすべて自動化、予約・顧客管理のデジタル化、

AIチャットボットによる問い合わせ対応、新型コロナウイルスへの対応のためにトイレや大浴場や休憩

所の混雑状況を部屋内で確認できるシステム等の導入。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        など


